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<小規模事業者持続化補助金> -課税転換に伴う販路開拓支援

小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら
取り組む販路開拓等の費用（税理士等への相談費用を含む）を支援！

免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者(インボイス転換事業者)に
対し、令和4年度第2次補正予算において、全ての申請枠で補助上限を一律に50万
円上乗せします。（最大250万円補助）

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠
100万円
（50万円） 2/3以内

（成長・分配強化
枠の一部の類型に
おいて、赤字事業
者は3/4以内）

成長・分配強化枠
（賃上げや事業規模拡大の取組）

250万円
（200万円）

新陳代謝枠
（創業や後継ぎ候補者等の新たな取組）

250万円
（200万円）

（ ）内の補助上限額は、インボイス転換事業者以外が申請した場合

【商工会地域お問い合わせ先】
お問い合わせ先：

・商工会地域の方
所在地によって異なるため右のQRコード参照

・商工会議所地域の方 03-6632-1502

【現在の公募情報はこちら】

<IT導入補助金> -デジタル化による事務負担軽減

デジタル化基盤導入類型では、会計・受発注・決済・ECソフトに加え、PC・タブレット・レ
ジ・券売機等のハードウェア導入費用も支援します。また、商流一括インボイス対応類型
では、取引関係における受注者の中小企業等が無償で利用できる場合に、発注者（大
企業を含む）がまとめて行う受発注ソフトの導入費用を支援します。

[みらデジ] ※IT導入補助金の申請要件です！

みらデジ経営チェックにより、インボイス対応も含めた自社の
デジタル化の進捗状況・経営課題の確認が可能です。
経営改善のために是非ご活用ください。

お問い合わせ先：サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター（0570-666-376）

現在の公募情報
はこちら

類型名
商流一括ｲﾝﾎﾞｲｽ
対応類型（新設）

デジタル化基盤導入類型

申請者 大企業等 中小企業・小規模事業者等

補助率 1/2以内 2/3以内 3/4以内 2/3以内 1/2以内

補助額 ～350万円
～50万円

（下限を撤廃）
50万円超～350万円 ～10万円 ～20万円

ツール名 受発注ソフト 会計・受発注・決済・ECソフト PC等 レジ等

対象経費
クラウド利用費
（最大２年分）

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（最大２年分）、ハードウェア購入費、導入関連費（ソ
フトウェア更新等保守サポート費含む)

みらデジ
はこちら

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/doc/%EF%BC%88%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%9E%8B%EF%BC%89%E5%9C%B0%E6%96%B9%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf
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